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会 議 録 

 

 

会 議 名 東松山市人権施策推進審議会 

開 催 日 時 令和５年７月１４日（金） 
開 会 午前１０時 

閉 会 午前１０時４２分 

開 催 場 所 東松山市総合会館３階 ３０２会議室 

会 議 次 第 

１．開  会 
２．委員自己紹介 
３．会長・副会長選出 
４．議  題 
(１)東松山市人権施策推進指針に係る実施計画の進捗状況につい

て 
(２)東松山市人権施策推進指針の改定について 
５．そ の 他 
６．閉  会 

公開・非公開の別 公  開 傍 聴 者 数 ０人 

非公開の理由 

（非公開の場合） 
 

委員出欠状況 

会 長 吉澤 勲 出席 委 員 川上嘉久 欠席 

副会長 田中辰也 出席 委 員 小藤惠美子 出席 

委 員 赤沼三枝子 出席 委 員 髙岡光一 欠席 

委 員 岩本教裕 出席 委 員 伹木久和 出席 

委 員 大久保栄利 出席 委 員 中村昭司 出席 

委 員 大澤嘉彦 出席 委 員 藤野香織 出席 

委 員 加治園子 欠席 委 員 吉野和惠 出席 

事 務 局 

市民生活部長 杉山正剛 人権市民相談課主査 安田優美子 

市民生活部次長 小澤秀明 人権市民相談課主任 小澤 勲 

人権市民相談課長 森 博史  

様式第３号（第８条関係） 
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次   第 顛               末 

１ 開  会 人権市民相談課長 森 博史 

２ 委員自己紹

介 
委員、事務局自己紹介 

３ 会長、副会長 

  選出 

委員の互選により、吉澤会長、田中副会長に決定する。 

（吉澤会長）挨拶 

（田中副会長）挨拶 

４ 議  題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）東松山市人権

施策推進指針に

係る実施計画の

進捗状況につい

て 

 

 

（議長 吉澤会長） 

それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。皆様の

御協力をお願いいたします。初めに、東松山市審議会等の会議の公開

に関する要綱第８条の規定により、私から本日の会議の会議録署名委

員を指名させていただきます。今回の会議録署名委員は、今までの名

簿の順番から大久保委員、大澤委員にお願いいたします。よろしくお

願いします。 

次に、同要綱第３条の規定により、会議の公開についてお諮りいた

します。この会議を公開することに御異議ございませんでしょうか。 

 

※委員の同意 

 

それでは御異議がないということですので本日の会議は公開する

ことといたします。事務局に確認ですが、本日の会議の傍聴希望者

はいらっしゃいますか。 

 

（事務局 森課長） 

傍聴希望者はおりません。 

 

（議長 吉澤会長） 

それではただいまから議事に入らせていただきます。 

議題（１）東松山市人権施策推進指針に係る実施計画の進捗状況

について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（事務局 小澤主任） 

資料№１ 東松山市人権施策推進指針に係る令和４年度期末評価
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２）東松山市人権

施策推進指針の

改定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び令和５年度実施計画の資料に基づき議題（１）について説明 

 

（議長 吉澤会長） 

説明が終わりました。何か御質問があればお願いいたします。 

 

（田中副会長） 

 施策№１６の人権に関する意識調査の実施について、もう一度説

明をお願いいたします。 

 

（事務局 小澤主任） 

 意識調査ダイジェスト版ですが、こちらは毎年度発行するもので

はなく、数年に一度の発行のため、指標内容を作成発行から周知へ

変更するものとなっております。 

 

（議長 吉澤会長） 

他に質問はございますか。ないようですので、議題（１）は終了

といたします。 

 

（議長 吉澤会長） 

続きまして、議題（２）東松山市人権施策推進指針の改定につい

て、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（事務局 小澤次長） 

資料№２ 東松山市人権施策推進指針の改定についての資料に基

づき議題（２）について説明 

 

（議長 吉澤会長） 

説明が終わりました。何か御質問があればお願いいたします。 

 

（大澤委員） 

３⑶①ア(ア)学校等における人権教育についてです。インターネ

ットでの誹謗中傷が増えてきていると感じます。学校では、子供の

うちからインターネットの弊害について踏み込んで教育していく方

がいいと感じます。 
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（事務局 小澤次長） 

埼玉県教育委員会では埼玉県人権施策推進指針の改定とあわせ

て、埼玉県人権教育実施方針の改定を行いました。その中で、小学

校や中学校におけるインターネットによる人権侵害の項目があり、

インターネットの理解を深めるため、教育の充実を図るよう記載が

ございます。当市としては、当該改定内容を参考に市の状況を踏ま

え、市教育委員会と整理していきたいと考えております。 

 

（議長 吉澤会長） 

他に質問はございますか。ないようですので、議題（２）は終了

といたします。 

以上で議題は終了となります。委員の皆様から何かありますか。

特にないようですので、事務局からは何かありますか。 

 

（事務局 森課長） 

 ありません。 

 

（議長 吉澤会長） 

 本日の審議会の議題は全て終了いたしました。以上で議長の座を解

かせていただきます。皆様の御協力に感謝申し上げます。ありがとう

ございました。 
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５ その他 （事務局 森課長） 

今後の審議会の日程について 

 パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関わる協定書の

報告について 

６ 閉 会   

上記会議の顛末を記載した内容について、相違ないことを証します。 

 

令和５年８月１日        署名委員 大久保 栄利 

                  

                署名委員 大澤   嘉彦

 

 


